
 四日市市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

四日市市長  森  智 広   

 

四日市市規則第３８号 

四日市市会計規則の一部を改正する規則 

 四日市市会計規則（昭和３９年四日市市規則第２５号）の一部を次のように改正す

る。 

 

改正後 改正前 

（出納員及びその他の会計職員の併

任） 

（出納員及びその他の会計職員の併

任） 

第４条の６ 市長の事務部局以外の職員

が、第４条の３又は前条の規定により

出納員、現金取扱員、物品取扱員又は

審査補助員に充てられた場合において

は、その職務にある間、当該職員は、

市長の事務部局の職員に併任されたも

のとみなす。 

第４条の６ 市長の事務部局以外の職員

が、第４条の３又は第４条の５の規定

により出納員、現金取扱員、物品取扱

員又は審査補助員に充てられた場合に

おいては、その職務にある期間当該職

員は、市長の事務部局の職員に併任さ

れたものとみなす。 

 

（当座借越） （当座借越） 

第１０条の３ （略） 第１０条の３ （略） 

２ 前項の当座借越しの手続について

は、指定金融機関等との協定により定

める。 

２ 前項の当座借越しの手続きについて

は、指定金融機関等との協定により定

める。 

 

（小口現金の管理） （小口現金の管理） 

第１０条の５ 出納員は、前条の規定に

より小口現金の保管換えを受けたとき

は、小口現金の出納保管の状況を現金

出納簿に記載しなければならない。 

第１０条の５ 出納員は、前条の規定に

より保管換えを受けた小口現金の出納

保管の状況を現金出納簿に記載し、現

につり銭資金に使用しない現金は、確



実な金融機関に預金しなければならな

い。 

２ 出納員は、保管替えを受けた小口現

金につり銭資金として現に使用しない

現金があるときは、当該現金を確実な

金融機関に預入しなければならない。

この場合において、発生した預金利子

は、その都度速やかに市の歳入に収入

するものとする。 

２ 前項後段の場合において出納員は、

預入先金融機関を会計管理者に報告す

るものとし、預金利子は利子が発生し

た都度速やかに市の歳入に収入の手続

きをしなければならない。 

３ 出納員は、前項前段の規定により小

口現金の一部を金融機関に預入したと

きは、その預入先金融機関の名称及び

預入金額を会計管理者に報告しなけれ

ばならない。 

 

４ （略） ３ （略） 

 

（納入に関する通知書等の使用区分） （納入に関する通知書等の使用区分） 

第２０条 納入に関する通知書等は、次

の各号に掲げる使用区分によるものと

する。 

第２０条 納入に関する通知書等は、第

８６条第２項に規定する払込書のほ

か、次の各号に掲げる使用区分による

ものとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 前号に掲げる徴収金及び次号に掲

げる収入金のいずれにも該当しない

収入金を納入する場合は、納入通知

書 

(2) 第１号及び第３号以外の収入金を

納入する場合は、納入通知書 

(3) （略） (3) （略） 

 

（証券をもってする歳入の納付） （証券をもってする歳入の納付） 

第２２条の２ （略） 第２２条の２ （略） 

２から５まで （略） ２から５まで （略） 

６ 金融機関は、会計管理者又は出納員 ６ 金融機関は、会計管理者又は出納員



若しくは現金取扱員の払込みに係るも

のについて、前項により支払の拒絶が

あったときは、当該会計管理者又は出

納員若しくは現金取扱員に支払拒絶通

知書に支払を拒絶された証券を添えて

通知するとともに、払込みの際発行し

た当該証券に係る領収書の返付を求め

なければならない。 

若しくは現金取扱員の払い込みに係る

ものについて、前項により支払の拒絶

があったときは、当該会計管理者又は

出納員若しくは現金取扱員に支払拒絶

通知書に支払を拒絶された証券を添え

て通知するとともに、払い込みの際発

行した当該証券に係る領収書の返付を

求めなければならない。 

７から１０まで （略） ７から１０まで （略） 

 

（指定納付受託者） （指定納付受託者） 

第２２条の３ 法第２３１条の２の３第

１項の規定による指定を受けようとす

る者は、地方自治法施行規則（昭和２

２年内務省令第２９号。以下「省令」

という。）第１２条の２の１２第１項

の申出書に、その名称及び住所又は事

務所の所在地のほか、行おうとする納

付事務に係る歳入等（法第２３１条の

２の２に規定する歳入等をいう。第７

節において同じ。）を記載するととも

に、令第１５８条第１号及び第２号に

掲げる要件のいずれにも該当すること

を証する書類又は電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚等に

よっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものを

いう。以下同じ。）を添えなければな

らない。 

第２２条の３ 法第２３１条の２の３第

１項の規定による指定を受けようとす

る者は、地方自治法施行規則（昭和２

２年内務省令第２９号。以下「省令」

という。）第１２条の２の１２第１項

の申出書に、その名称及び住所又は事

務所の所在地のほか、行おうとする納

付事務に係る歳入等（法第２３１条の

２の２に規定する歳入等をいう。第７

節において同じ。）を記載するととも

に、令第１５８条第１号及び第２号に

掲げる要件のいずれにも該当すること

を証する書類又は電磁的記録を添えな

ければならない。 

２ （略） ２ （略） 

 



（小切手の受付制限） （小切手の受付制限） 

第２３条 令第１５６条第１項第１号に

規定する要件を満たした小切手であっ

ても小切手金額が納付金額に達しない

ものは、受け入れてはならない。ただ

し、不足額につき現金を添えて提出さ

れたときはこの限りでない。 

第２３条 令第１５６条第１項第１号に

規定する要件を満した小切手であって

も小切手金額が納付金額に達しないも

のは、受け入れてはならない。ただ

し、不足額につき現金をそえて提出さ

れたときはこの限りでない。 

 

（隔地払の手続及び領収書） （隔地払の手続き及び領収書） 

第５６条 （略） 第５６条 （略） 

２ 前項により隔地払の手続をしたとき

は、送金案内書を債権者に送付しなけ

ればならない。 

２ 前項により隔地払の手続きをしたと

きは、送金案内書を債権者に送付しな

ければならない。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

 

（資金前渡） （資金前渡） 

第６４条 令第１６１条第１項第１７号

の規定に基づき、資金の前渡をするこ

とができる経費は、次の各号に掲げる

ものとする。 

第６４条 令第１６１条第１項第１７号

の規定に基づき、資金の前渡をするこ

とができる経費は、次の各号に掲げる

ものとする。 

(1)から(7)まで （略） (1)から(7)まで （略） 

(8) 郵便切手類、国が発行する印紙、

都道府県が発行する証紙その他これ

らに類するものの購入に要する経費 

 

(9) （略） (8) （略） 

(10) （略） (9) （略） 

(11) （略） (10) （略） 

(12) （略） (11) （略） 

(13) （略） (12) （略） 

(14) （略） (13) （略） 

２ 令第１６１条第１項及び第２項並び

に前項の規定により資金を前渡する場

２ 令第１６１条第１項、第２項及び前

項の規定により資金を前渡する場合の



合の限度額は、次の各号に掲げる経費

について当該各号に定める額とする。 

限度額は、次の各号に掲げる経費につ

いて当該各号に定める額とする。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

 

（繰替払） （繰替払） 

第７６条 令第１６４条第５号の規定に

基づき、次の各号に掲げる経費の支払

については、その収納に係る当該各号

に掲げる現金を繰り替えて使用するこ

とができる。 

第７６条 令第１６４条第５号の規定に

基づき、次の各号に掲げる経費の支払

については、その収納に係る当該各号

に掲げる現金を繰り替えて使用するこ

とができる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 競輪の車券の場外発売に係る委託

料 当該競輪の車券の発売代金 

 

(3) （略） (2) （略） 

(4) （略） (3) （略） 

 

（繰替払の整理） （繰替払の整理） 

第７７条 （略） 第７７条 （略） 

２ 主管の長は、前項の書類の送付を受

けたときは、当該書類に基づき第６２

条の規定の例により、直ちにその手続

をしなければならない。 

２ 主管の長は、前項の書類の送付を受

けたときは、当該書類に基づき第６２

条の規定の例により、直ちにその手続

きをしなければならない。 

 

（出納員の支払） （出納員の支払） 

第８９条 （略） 第８９条 （略） 

２ 前項の支払のための資金の保管換え

の手続及び管理については、第１０条

の４及び第１０条の５の規定を準用す

る。 

２ 前項の支払いのための資金の保管換

えの手続き及び管理については、第１

０条の４及び第１０条の５の規定を準

用する。 

 

（指定金融機関） （指定金融機関） 

第９１条 本市に属する公金の収納及び 第９１条 本市に属する公金の収納及び



支払の事務は、指定金融機関をして、

これを取り扱わせるものとする。 

支払事務は、指定金融機関をして、こ

れを取り扱わせるものとする。 

 

（金融機関の出納の原則） （指定金融機関等の出納の原則） 

第９３条 金融機関が公金の収納及び支

払をする場合には、令第１６８条の３

に規定するもののほか、本市が指定金

融機関と締結する公金等の取扱いに関

する契約の定めるところによらなけれ

ばならない。 

 

第９３条 指定金融機関等が公金の収納

及び支払をする場合には、令第１６８

条の３に規定するもののほか、本市が

指定金融機関と締結する公金等の取り

扱いに関する契約の定めるところによ

らなければならない。 

（金融機関の出納取扱時間） （金融機関の出納取扱時間） 

第９４条 金融機関における市に属する

公金の出納の取扱時間は、当該金融機

関の営業時間内とする。ただし、会計

管理者から特に要求があったときは、

金融機関は、営業時間外においてもそ

の事務の取扱いをしなければならな

い。 

 

第９４条 金融機関における市に属する

公金の出納の取扱時間は、当該金融機

関の営業時間内とする。ただし、会計

管理者から特に要求があったときは、

営業時間外においてもその事務の取り

扱いをしなければならない。 

 第９５条 削除 

  

（金融機関の出納の手続） （金融機関の出納の手続） 

第９５条 金融機関は、納税通知書、納

入通知書その他の納入に関する書類

（当該書類に記載すべき事項を記録し

た電磁的記録を含む。）により納入義

務者から歳入金の収納をし、又は会計

管理者、出納員若しくは現金取扱員か

ら歳入金の払込みを受けたときは、領

収書に当該金融機関の出納印を押して

これを交付しなければならない。ただ

第９６条 金融機関は、納入に関する通

知書等により納入義務者から歳入金の

収納をし、又は会計管理者、出納員若

しくは現金取扱員から歳入金の払い込

みを受けたときは、領収書に当該金融

機関の出納印を押してこれを交付しな

ければならない。ただし、市長が別に

認めた場合はこの限りではない。 



し、市長が別に認めた場合はこの限り

ではない。 

２から４まで （略） ２から４まで （略） 

 

（日計表等の作成） （日計表等の作成） 

第９６条 指定金融機関は、取り扱った

収納金及び支払金について、出納日計

表を作成し、これに収納済及び支払済

証拠書類を添えて、毎日会計管理者に

提出しなければならない。 

第９７条 指定金融機関は、取り扱った

収納金及び支払金について、出納日計

表を作成し、これに収納済及び支払済

証拠書類をそえて、毎日会計管理者に

提出しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（公金の出納に関する帳簿の備付け）  

第９７条 指定金融機関にあっては第１

号から第３号まで、指定代理金融機関

にあっては第２号及び第３号、収納代

理金融機関にあっては第２号に掲げる

帳簿をそれぞれ備え、常に現金の出納

の状況を明らかにしなければならな

い。ただし、市長が別に認めた場合は

この限りでない。 

 

(1) 公金出納総括簿  

(2) 公金収納金受払簿  

(3) 小切手支払未済金整理簿  

２ 金融機関は、前項の帳簿のほか、必

要な補助簿を設けることができる。 

 

  

 （電磁的記録による作成）  

第９８条 金融機関は、前条第１項各号

に規定する帳簿及び同条第２項に規定

する補助簿については、書面の作成に

代えて当該書面に係る電磁的記録の作

第９８条 削除 



成を行うことができる。 

２ 金融機関が、前項の規定に基づき、

同項に規定する書面の作成に代えて当

該書面に係る電磁的記録の作成を行う

場合は、金融機関の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録する

方法又は電磁的記録媒体をもって調製

する方法により行わなければならな

い。 

 

  

（公金の出納に関する帳簿等の保存）  

第９９条 金融機関は、第９７条第１項

に規定する帳簿及び公金の収納、公金

の払込みの受入れ及び公金の支払に係

る証書類について、年度経過後５年間

これを保存しなければならない。 

 

  

 （電磁的記録による保存）  

第１００条 金融機関は、前条の帳簿及

び証書類について、書面の保存に代え

て当該書面に係る電磁的記録の保存を

行うことができる。 

 

２ 金融機関は、前項の規定に基づき、

同項に規定する書面の保存に代えて当

該書面に係る電磁的記録の保存を行う

場合は、次に掲げる方法のいずれかに

より行わなければならない。 

 

(1) 作成された電磁的記録を金融機関

の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイル又は電磁的記録媒体をも

って調製するファイルに保存する方

法 

 



(2) 書面に記載されている事項をスキ

ャナ（これに準ずる画像読取装置を

含む。）により読み取ってできた電

磁的記録を金融機関の使用に係る電

子計算機に備えられたファイル又は

電磁的記録媒体をもって調製するフ

ァイルにより保存する方法 

 

３ 金融機関が、前項各号の規定に基づ

く電磁的記録の保存を行う場合は、電

磁的記録に記録されている事項につい

て、必要に応じて、電子計算機その他

の機器を用いてその映像面への表示及

び書面への出力により直ちに表示する

ことができなければならない。 

 

 

（金融機関の検査） （金融機関の検査） 

第１０１条 会計管理者は、金融機関に

ついて、公金の収納又は支払の事務及

び公金の預金の状況を関係帳簿に基づ

き、次の各号に定めるところにより検

査しなければならない。 

第９９条 会計管理者は、公金の収納又

は支払の事務及び公金の預金の状況を

関係帳簿に基づき次の各号により検査

しなければならない。 

(1) 指定金融機関等については、毎年

１回定期に検査を行う。ただし、会

計管理者が必要と認めるときは、臨

時に検査を行うことができる。 

(1) 指定金融機関等については、毎年

１回定期に行う。ただし、必要と認

めるときは、臨時に検査を行うこと

ができる。 

(2) （略） (2) （略） 

２ 会計管理者は、前項の検査を行った

ときは、当該金融機関に対して公金取

扱事務検査済証を交付しなければなら

ない。 

 

２ 会計管理者は、金融機関の検査を終

ったときは、公金取扱事務検査済証を

交付しなければならない。 

 

（検査の結果報告） （検査の結果報告） 



第１０２条 会計管理者は、前条第１項

の検査の結果について、次の各号に掲

げる事項を記載した書面（電磁的記録

を含む。）を交付することにより、市

長及び監査委員に報告しなければなら

ない。 

第１００条 会計管理者は、金融機関の

検査の結果を次の各号により市長及び

監査委員に報告しなければならない。 

(1)から(4) まで （略） (1)から(4) まで （略） 

 

 （金融機関の帳簿） 

 第１０１条 指定金融機関にあっては第

１号から第３号まで、指定代理金融機

関にあっては第２号及び第３号、収納

代理金融機関にあっては第２号に掲げ

る帳簿をそれぞれ備え、常に現金の出

納の状況を明らかにしなければならな

い。ただし、市長が別に認めた場合は

この限りでない。 

 (1) 公金出納総括簿 

 (2) 公金収納金受払簿 

 (3) 小切手支払未済金整理簿 

 ２ 金融機関は、前項の帳簿のほか、必

要な補助簿を設けることができる。 

 

 （金融機関の帳簿等の保存期間） 

 第１０２条 金融機関は、公金の出納に

関する帳簿及び証拠書類は、年度経過

後５年間これを保存しなければならな

い。 

 

（物品の検査） （検査及び確認） 

第１２４条 主管の長は、納入された物

品について、契約書等関係書類（電磁

第１２４条 主管の長は、調達物品の納

入があったときは、契約書等関係書類



的記録によって作成されたものを含

む。）の内容に適合しているかどうか

を第１２６条第１項各号に定める方法

により検査し、適合していると認めら

れるときは、出納員又は物品取扱員に

当該物品を引き渡すものとする。 

（電磁的記録（電子的方法、磁気的方

法その他人の知覚等によっては認識す

ることができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。以下同

じ。）によって作成されたものを含

む。）及び第１２６条各号に掲げる事

項によりその内容を確認のうえ、出納

員又は物品取扱員に引渡さなければな

らない。 

 

改正後 

別表第１（第４条の３及び第４条の５関係） 

 
委任等を受ける事

務の範囲 

出納員 現金取

扱員 

物品取扱員 審査補助員  

 （略）     

 

設置箇所 
出納員になる

べき者 

現 金 取

扱 員 に

な る べ

き者 

物 品 取 扱 員

と な る べ き

者 

審 査 補 助 員 と

なるべき者 

 

 （略）  

 農業センター （略）     

 障害者体育センタ

ー 
障害福祉課長 

所 属 の

長 が 指

名 し た

庶 務 担

当 の 係

長 相 当

職 以 上

の職員 

  
 

 三重北勢健康増進

センター 

健康づくり課

長 

所 属 の 長 が

指 名 し た 庶

務 担 当 の 係

長 相 当 職 以

上の職員 

所 属 の 長 が 指

名 し た 庶 務 担

当 の 係 長 相 当

職以上の職員 

 

 （略）      



 マイナンバーカー

ドサービスセンタ

ー 

市民課長 所 属 の

長 が 指

名 し た

庶 務 担

当 の 係

長 相 当

職 以 上

の職員 

   

 楠交流会館 市民生活課長    

 （略）  

 

 

改正前 

別表第１（第４条の３及び第４条の５関係） 

 
委任等を受ける事

務の範囲 

出納員 現金取

扱員 

物品取扱員 審査補助員  

 （略）     

 

設置箇所 
出納員になる

べき者 

現 金 取

扱 員 に

な る べ

き者 

物 品 取 扱 員

と な る べ き

者 

審 査 補 助 員 と

なるべき者 

 

 （略）  

 農業センター （略）     

 三重北勢健康増進

センター 

健康づくり課

長 

所 属 の

長 が 指

名 し た

庶 務 担

当 の 係

長 相 当

職 以 上

の職員 

所 属 の 長 が

指 名 し た 庶

務 担 当 の 係

長 相 当 職 以

上の職員 

所 属 の 長 が 指

名 し た 庶 務 担

当 の 係 長 相 当

職以上の職員 

 

 （略）      



 マイナンバーカー

ドサービスセンタ

― 

市民課長 所 属 の

長 が 指

名 し た

庶 務 担

当 の 係

長 相 当

職 以 上

の職員 

   

 楠ふれあいセンタ

― 

市民生活課長    

 楠交流会館 市民生活課長    

 （略）  

 

 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（会計管理課） 


